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平成27 年度松阪市飯南・飯高PR動画制作業務委託プロポーザル仕様書 

 

１．提案物について 

（１）企画書の制作について 

 ・制作業務仕様書に掲載した内容で、事業者独自のデザイン・編集を行うものとする。 

 ・企業独自で自由なアイデアを提案して頂くべく、現時点で詳細な仕様は設けません。 

（２）作成時の注意点 

 ・サムネイルは目的を集約し、目を引くようなデザインとすること。 

 ・目的をわかりやすく、見る側に対して、伝える意図がつたわること。 

 ・動画のターゲット層は 20 才から 49 才までの子育て世代がターゲットであることに意 

識をおくこと。 

 

２．プロポーザルへの参加にあたっての留意事項 

（１）プロポーザル参加費用の負担 

  平成 27 年度松阪市飯南・飯高 PR 動画制作業務委託プロポーザルへの参加に要する費 

用は、参加者の負担とする。 

（２）使用言語及び単位 

  提出物に使用する言語は日本語とする。ただし、演出のための日本語以外の使用は認

める。その場合は字幕を付すること。 

（３）提出物の取扱い 

  提出された書類については変更できないものとし、採用又は不採用に関わらず返却し

ない。なお、提出された書類は松阪市情報公開条例（平成 17 年１月１日条例第６号）の

規定に基づき、情報公開の対象となるものである。 

（４）提出資料の取扱い 

  受託者から提供する資料は、取扱いに注意するとともに、無断で本プロポーザルに係

る検討以外の目的で使用する事を禁止するものである。 

（５）提案の無効 

  次のいずれかに該当するときは、その提案は無効とする。 

   ①参加資格条件を欠くもの。 

   ②提出書類に虚偽の記載があったと認められるもの。 

   ③審査の公平性に影響を与える行為があったとき。 

   ④審議に反する行為があったとき。 

   ⑤その他選考に係る不正行為があったもの。 



（６）提案見積書が無効となる場合 

  次のいずれかに該当するときは、提案見積書を無効とする。 

  ①金額、名前、印影、若しくは重要な文字の誤脱又は識別しがたい提案。 

  ②提案見積額に対して、桁違い、提案者から誤記との意思表示がなされた場合。 

（７）その他 

 本要領及び仕様書に定めるもののほか、仕様の変更があった場合は、参加者に通知する。 

 

３．松阪市飯南・飯高 PR 動画制作業務選定基準 

 本プロポーザルの業務事業者選定基準は、１次審査、及び２次審査ともに以下の審査項

目・配点（100 点満点）とする。 

（１）適任評価点〔配点：20 点〕 

【確認書類等】 

・業務実績書及び業務実績書に記載した動画を格納した DVD-ROM 

・業務実施体制調書 

【評価内容】 

・本業務と同等以上の業務実績数があるか。 

・本業務と同等以上の業務経験がある担当者が記載されているか。 

（２）内容評価点〔配点：60 点〕 

【確認書類】 

・企画提案書及び任意様式による関連資料等 

【評価内容】 

・企画提案書が『“飯南・飯高へ移住したくなる”魅力発信』、『“若者と高齢者が共存で

きるまち”飯南』、『“自然と人の営みが調和し、いきいきと暮らせるまち”飯高』に沿

った内容であるかどうか。また、独自の留意点や工夫点があるか。 

・プレゼンテーションまたは質疑応答の内容が適切であったか。 

（３）費用評価点〔配点：20 点〕 

【確認書類】  

・提案見積書 

【評価内容】 

 ・松阪市飯南・飯高 PR 動画制作業務審査採点表に記載のとおり。 

｛（提案上限額－提案見積額）÷（提案上限額ー最安提案見積額）｝×20 

 

 

 

 

 



５．想定キャスト 

年代 人物特徴 

20 代 DJ、バンド活動 

30 代 放課後児童クラブ親の会会長 

50 代 茶農家直売所店員 

40 代 茶農家 

80 代 松阪牛肥育家 

65 代 深野棚田保存会会長（棚田祭り実行委員長） 

60 代 Facebook で知り合った人に野菜を送る人 

70 代 深野和紙保存会会長 

60 代 しいたけ栽培にこだわりがある、移住者 

60 代 ブルーベリー栽培、フルマラソンランナー 

30 代 鍛冶屋 

60 代 ひよこの飼育、こだわりの農業 

60 代 家族で米作農家 

40 代 製材所経営、地元木材の加工販売 

30 代 小学校 PTA 会長、手作りのものをネット販売 

40 代 農機屋、焼物制作 

※あくまで一例であるため、他のキャストを用いての企画提案も可能とする。 

 

６．提供可能映像等 

松阪市経営企画部情報企画課から提供可能な映像（一部） 

①春（４月～６月） 

 ・新茶祭り ・荒滝不動尊つつじ ・新茶 ・てんてん（粥見神社） 

 ・田植え ・茶摘、茶刈り ・櫛田川の清流  

②夏（７月～９月） 

 ・七日市ほたる祭り ・水屋神社のお水まつり ・盆踊り ・はぜゆり 

③秋（10 月～12 月） 

 ・棚田まつり ・紙漉き体験 ・稲穂 ・紅葉の様子 ・宮の谷渓谷の滝 

④冬（１月～３月） 

 ・積雪の様子 ・高見山の霧氷 

⑤オールシーズン 

 ・登山者の後ろ姿 

他映像に関しては、協議の上可能な範囲内でさらに提供する。 


